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初回オークションに向けたプロセスの現状

⚫ 脱炭素電源への新規投資を促進する制度である「長期脱炭素電源オークション」については、2022
年10月の「第8次中間とりまとめ」や、本年６月の「第11次中間とりまとめ」により、初回オークション
の応札に向けた詳細設計をまとめた。

⚫ 市場管理者である広域機関において、募集要綱・約款の意見募集・公表や、説明会が実施され、
現在、来年１月の初回応札に向けて、事業者の参加登録のプロセスが進められているところ。

第50回 容量市場の在り方等に関する検討会
（2023年9月11日）資料4



（参考）長期脱炭素電源オークションの概要
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〈新制度のイメージ〉

固定費 可変費

固定費水準の容量収入
（入札価格 ⇒ 落札価格）

収益の約９割を還付

卸市場・非化石市場等からの収入

落札価格の容量収入を原則20年間得る

②収入の期間

入札

X＋α年X年

建設
運転開始

運転建設 廃止
時間

建設費用、
維持費等

収入

収入は市場動向に左右され
予見可能性が低い

①投資判断時に
収入の水準を
確定させたい

②投資判断時に
長期間の収入を

確定させたい

金額

〈電源投資の課題〉

〈投資判断に必要な要素〉

広域機関
脱炭素電源への新規投資を対象とした入札を実施し

落札電源・落札価格を決定する

応札

〈落札電源の収入〉
①収入の水準

⚫ 近年、既存電源の退出・新規投資の停滞により供給力が低下し、電力需給のひっ迫や卸市場価格の高騰が発生。

⚫ このため、脱炭素電源への新規投資を促進するべく、脱炭素電源への新規投資を対象とした入札制度（名称
「長期脱炭素電源オークション」）を、2023年度から開始（初回の応札を2024年1月に実施）。

⚫ 具体的には、脱炭素電源を対象に電源種混合の入札を実施し、落札電源には、固定費水準の容量収入を原則
20年間得られることとすることで、巨額の初期投資の回収に対し、長期的な収入の予見可能性を付与する。

（※）本制度での収入＝落札価格－還付する収益
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第2回オークション以降に向けた検討

⚫ 本年10月に、本部会の親組織である電力・ガス基本政策小委員会において、中長期的な電源の
ゼロエミ化について議論が行われた。

⚫ この中では、2030年度のエネルギーミックスにおける非化石電源⽐率59%の達成に向けて、残され
た時間は僅かである中で、電源のゼロエミ化をより一層促進していくため、長期脱炭素電源オーク
ションの最⼤限の活⽤等の検討を進めていくこととされた。具体的な検討の中身は次頁以降参照。

第66回電力・ガス基本政策小委員会
（2023年10月31日）資料５
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（参考）電力・ガス基本政策小委員会の資料 第66回電力・ガス基本政策小委員会
（2023年10月31日）資料５
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（参考）電力・ガス基本政策小委員会の資料 第66回電力・ガス基本政策小委員会
（2023年10月31日）資料５
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（参考）電力・ガス基本政策小委員会の資料 第66回電力・ガス基本政策小委員会
（2023年10月31日）資料５
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（参考）電力・ガス基本政策小委員会の資料 第66回電力・ガス基本政策小委員会
（2023年10月31日）資料５
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（参考）電力・ガス基本政策小委員会の資料 第66回電力・ガス基本政策小委員会
（2023年10月31日）資料５
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（参考）電力・ガス基本政策小委員会の資料 第66回電力・ガス基本政策小委員会
（2023年10月31日）資料５
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（参考）電力・ガス基本政策小委員会の資料 第66回電力・ガス基本政策小委員会
（2023年10月31日）資料５



（参考）電力・ガス基本政策小委員会でいただいた御意見
電力・ガス基本政策小委員会（8/8）でいただいた御意見
• 安全対策投資に係る既設電源の扱いについて、電源稼働について既設改修を必要としており、その既設改修によって初めて脱炭素電源としての価値を発揮す

るのであれば、オークションの対象として検討することについて違和感はない。
• 長期脱炭素電源オークションの対象は、既設の改修は火力、新設・リプレースの中に再エネ、原子力が入っている。原子力の安全投資について、今後制度検

討作業部会にて検討されることについて、とても疑問に思う。そもそも新設・リプレースの中に安全投資が入るのか。仮に、原子力が動いていない状況が本当に安
全性の確保が条件で、それで動いていないのかというと、それだけではないと思う。もしも安全投資を行ったとして、原子力が動かなかった場合に、ペナルティーにも
関わってくるのではないか。一つこういう例外を作ってしまうと、何のための長期脱炭素電源オークションなのか、そもそもの意味が変わってくる。

• 原子力の安全対策に関して、既存の改修ということで、そこに原子力を加えるということに関しては、脱炭素に資するということで異論ない。ただ、これをやったことに
よって、既に先行している事業者と、これを導入したことによって急に利益を得る後発の事業者との公平性が、先にやって損を見たというような感じにもなりかねな
い気もしていて、整理が必要ではないか。募集量も、これまでの想定の募集量でいいのかについて、整理が必要ではないか。

• 少し違和感がある。対象に入るということよりも、それがすごく重要だということが理解できない。今まで再稼働する既設原発は低コストで安い電源とずっと説明し
てこなかったか。そうだとすれば、十分競争力はあるはずなのに、こういう制度ができた途端に、このままでは進まないので制度によるサポートが必要だというと、原子
力に対する不信感がむしろ増さないか。

• 既に稼働したところと、これからのところの不公平性は、基本的に問題にならないはず。この制度では、固定費は丸ごと抱えてもらえる代わりに、出てきた収益はか
なりの割合を還付する。原子力は、マージナルコストが非常に低く、動き出せばすごく高い収益が上げられ、収益の大半が取られてしまうので、既に動いている電
源の場合、むしろこの制度に乗ったら、事業者の収益性が悪化することにならないと、つじつまが合わない。したがって、仮にこれがあったとしても利用しなかっただろ
うし、不公平性は見かけほどないのではないか。

電力・ガス基本政策小委員会（10/31）でいただいた御意見
• 水素・アンモニア・合成メタン・CCSなど似たような脱炭素電源は、公平な競争条件のもとで、補助金額も同程度で、最終的にはGX-ETSの中で競争していく形

をとるべき。
• 制度設計において、長期脱炭素電源オークションで見るのか、値差補填で見るのかというご提案と理解。国内で投資が回ることも優位性はあるが、それでコスト

が上がるとエネルギー価格が上がり、結果として競争力を失う。海外含めて差別のない形で競争条件を維持できるように検討するべき。国内に色を付けることは
あってもいいが、しっかりそういう検討をしたうえで差別化するべき。

• 合成メタンが対象であると明記いただいたことはありがたいが、初回オークション対象外の理由が「案件が想定されない」ことが理由であれば問題ないと思うが、「必
要なコスト、特性を踏まえた応札条件等の検討が改めて必要」であるなら、次回のオークションに間に合うように早急に整理してほしい。

• アンモニア・石炭の混焼火力で考えると、混焼率0%～100%まで選べる発電設備と、20%の上限がある設備があったら、当然前者が優先されるべき。一方、
設備的には100%も可能だけど、合理的価格で入手できる量を考えると20%しか燃やせない、というケースもあるかもしれない。足元で一定の要求を課す際に、
設備の話と燃料の話の2つを混同しないようにしてほしい。

• 合成メタンは燃やせるけどLNGを燃やせない発電機は考えられない。専焼可能なのはアドバンテージであってディスアドバンテージではない。専焼可能なキャパを
作って長く使っていくときに、アンモニア20%混焼・残りが石炭のものに、合成メタンが劣後することは原理的におかしい。燃料入手が困難だから混焼するのであれ
ばわかるが、変な議論によって石炭・アンモニア混焼に⽐べて劣後する扱いに決してならないようにしてほしい。CCUSでも同様。脱炭素という観点から見て優れて
いるものが、制度での対応が遅れることによって導入が遅れることのないように早急な整理をお願いする。

• 複数制度を組み合わせて包括的に…という話があった。長期脱炭素電源オークションのみならず他の補助金制度も組み合わせて投資を考えていると思うが、組
み合わせたときに、例えば先行事業者だけが優先的に補助を受けられる仕組みや、バリューチェーンの一部が制度対象外など、どこかがボトルネックとなって投資し
づらいケースがあると、CNに向けた取組が置き去りになってしまうかもしれない。広く掘り起こしてもらいたい。 11
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今後議論を深めるべき論点

⚫ 電力・ガス基本政策小委員会での議論を踏まえ、第2回目以降のオークションに向けて、次のような
電源種毎の各論点について検討していくべきと考えられるが、追加で議論すべき論点や、留意すべき
視点があるか。

電源種 論点

水素・アンモニア
（新設/既設）

① 上流側のコストのうち、固定費に当たる部分の扱い
② 上限価格
③ 事業者間の公平性

合成メタン
（新設/既設）

① 上限価格
② リクワイアメント（設備の最低混焼率、燃料の混焼率）
③ 検討すべきタイミング

CCS付火力
（新設/既設）

① CCS事業への政府⽀援策と本制度との関係
② 上限価格
③ リクワイアメント（設備の最低CO2回収率、実際の混焼率）
④ 検討すべきタイミング

原子力
（既設）

① 具体的な対象範囲
② 上限価格
③ 事業者間の公平性

水力
（新設/既設）

① 3万kW以上10万kW未満の一般水力の新設・リプレース案件を新た
に対象に追加
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